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個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について（答申） 

 

 

 令和５年３月１３日付け法文第４８０号で諮問のあった事項については、下記のとお

りです。 

 

 

記 

 

 「法第７８条第１項第６号（審議、検討等に関する情報）関係」の２の（１）から（３）

までの記載の情報は、例示であることを明示すること。 

 その他については、妥当である。 


